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原著

スウェーデ、ンの基礎学校学習指導要領における特別指導の規定に関する研究

ーインテグレーションの視点、からー

石田祥代*・柳本雄次第本

スウェーデンの通常学校におけるインテグレーションの展開を歴史的視点、から明ら

かにする一段階として、学習指導要領告示までの過程を明らかにすることと指導要領

の規定によってインテグレーションはいかに展開したかを明らかにすることを検討の

課題とした。

その結果、第一に、 55年指導要領では通常学校の指導の一部として特別指導が正式

に導入されたこと、 Lgr62では特別指導の拡大によって補助学級の独立分離化が阻止

されたことに意義が認められた。さらに、これらの通常学校内で特別学級を中心に特

別指導体制が拡充していったことが明らかとなった。また、第二には、Lgr69では個々

のニーズに相応した指導へと方向付けられたこと、 Lgr80ではさらにそれが強調され

ていることに意義が認められた。さらに、これら指導要領の規定によって、通常学校

において集団的から個別的なインテグレーションへと導かれたことが明らかとなった。

キー・ワード:学習指導要領 インテグレーション スウェーデン

1 .はじめに

近年、わが国では、障害児の教育に関する外

国事情に強い関心が示されているが、その一因

は、 1970年以緯、欧米各国で具現化されつつあ

る障害児の教育制度の改革の根本的変革の反映

にある l)D 筆者もまた通常学校における障害児

の教育を問うという問題意識にたち、スウェー

デンの基礎学校2)(初等民衆学校)におけるイン

テグレーションの展開を歴史的視点から明らか

にすることを試みてきた。基礎学校における教

育目標と特別指導の枠組みは法的拘束力を有す

る学習指導要領によっているが、それらを分析

することで教育政策としてのインテグレーショ

ンを明らかにすることができると考えられる o

特に「特別指導に関する一般方針」を中心に「特
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別指導補説(解説)Jを分析することは重要であ

るo それ故、本稿では、基礎学校におけるイン

テグレーションの展開を明らかにする一段階と

して、学習指導要領を再検討することを第一の

目的とする D

Stukat and Bladini (19863
)) は、スウェーデ

ンにおいて、 1969年版学習指導要領は通常学級

にインテグレートされている障害児の目標を強

調していると、また、 Rosenqvist(19934
)) は向

指導要領をインテグレーションの時期の方向付

けとなっていると指;寵している o さらに、 Ahl-

strom， Emanuelsson， and Wallin (19865
)) は

1980年版指導要領の目標を「学校が分離に反対

していくこと J であると指摘し、そこではイン

テグレーションがねらわれていると捉えてい

る。しかし、 Rosenqvistによる研究では時期区

分の根拠は明確にはされていなし」また、 Stu-

katらおよび Ahlstromらによる研究ではイン
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テグレーションを示唆する指導要領の規定内容

は示されているものの、一貫した問題意識、す

なわち、インテグレーションの視点からは検討

されておらず、規定されるにいたった過程にお

いて暖昧な点が残されている。そこで、既往の

研究においては未解決であった 1955年から

1980年までの指導要領告示までの過程と指導

要領の規定によるインテグレーションの展開を

明らかにすることを検討の課題とする D

ところで、 Lundstrom(19796
)) は1950年代

以降のスウェーデンにおけるインテグレーショ

ンの論争と展開を分析し、各障害児の基礎学校

における状況の点からインテグレーションを

「必要なリソースが使用され全ての通常学級指

導に障害児が参加するJ 個別的インテグレー

ションと「障害児が基礎学校の特別学級あるい

は特別指導(抽出)グループにおいて措置され

る」集団的インテグレーションに分類している。

しかしながら、学習指導要領を通して論考する

場合に上記の分類で基礎学校におけるインテグ

レーションの展開を表すことが可能であろう

か。本稿では、 Lundstrδmによる分類を批判的

に捉え、インテグレーション概念を検討するこ

とを第二の目的とする O

検討対象は、 1955年版初等民衆学校指導要領

(以下 55年指導要領7))、1962年版(以下

Lgr 628
)) と1969年版(以下 Lgr699

))、1980年

版(以下 Lgr8010
)) の各基礎学校学習指導要領

である。学習指導要領と特別指導に関しては

Fig. 1に示した。本稿では、初等民衆学校と基

礎学校の各学習指導要領総説篇のうち特別指導

に関する規定を中心とし、改訂までの過程を政

府公式調査と答申、国会議事録によって分析す

るo また、各指導要領を歴史的に位置づけて検

討するために原文に基づいて比較対照表を作成

する。さらに、統計的推移を中心にインテグレー

ションの展開を考慮に入れ、各指導要領に関す

る歴史的意義の検討を行う O

以下、各指導要領を検討課題に沿って論述し

ていくことにする。

II.学習指導要領とインテグレーション

1 .特別学級の拡大と教育機会の拡大

スウェーデンにおいて、特別指導を含む指導

要領として正式に告示された初めての指導要領

は、 55年指導要領である 11)。特別指導は補助学

級が中心ではあるものの、本指導要領によって

その有用性を認められ正式な指導として導入さ

れたことは重要といえよう。

55年指導要領は 1950年の国会で「学校の基

本的教育Jに関する提議が承認され12)、改訂にい

たった。しかし、本提議では特別指導について

は扱われていない。特別指導に関する規定部分

は、 1942年「初等民衆学校および中等教育学校

における補助指導に関する条令J 13) と1943年

「暫定的学習指導要領J 14)によっている。時期

的にみると、 1942年の法的規定はかなり遅く、

初等民衆学校内で特別学級が発展した後によう

やく政府において取り上げられたと考えなけれ

ばならない。すなわち、初等民衆学校内の適応

できない児童15)に関する問題は 19世紀末から

既に顕在化しており、そのため、 20世紀初めに

は補助学級で、 1930年以降には観察学級16)にお

いても指導がされ始めていた 17)。だが、これらの

指導は十分に提供されていたとは言い難い状況

であった口

この状況を改善すべく、 1932年専門家会議で

は、特別指導と精神薄弱児の教育に関する問題

が取り上げられた。この時は国会に特別指導の

ための追加予算申請を行うことで一応の問題解

決が図られている 18)。その後、 1940年にようや

く学校調査委員会による調査が行われた。 1942

年の初等民衆学校組織に関する国会提議はその

答申に基づいている。提出された提議をみると、

助成金と追加予算、教員養成コースの設置が国

会に対する最終的要求であるが、委員会は暫定

的な特別指導の指針作成を要望している 1九こ

れが、翌年の暫定的指導要領公示という結果に

なった。なお、これ以後、 1955年にいたるまで

初等民衆学校内の特別指導に関する国会審議は

ない。

以上の過程を経て告示された 55年指導要領

-2-



スウェーデンの基礎学校学習指導要領におりーる特別指導の規定に関する研究

知

的

障

害

特

別

学

校

学

習

指

導

要

領

(

別

の

教

育

法

規

に

よ

る

別

体

系

の

指

導

要

領

)

工指針十ふ:::-:-:-::ぺ.:-:. :.: ~.特別指導-
: (教育目標指導方針.，教材等).. '.'補助学級;総員.11.補助:学級引の靖

之時間割配当.. •• • . • 0 ，， ' . . . . .置決定i補助学級課業ρ一二般方ト

3.教育課程 ト針i時間割配当，教育課程{各教科・

4.時間割計画例 の目標と内容)‘: 、ー、.
.、抽出補助指導

?、その他の特別学級 ，¥、¥， .ー

.'抽出特別指導 ¥ 

*その‘他の特別学級では各教科に筒

;寸る解説は含まれない¥弘¥

百

年

指

導

要

領

補説篇

.持~iJ指選篇

?で般的見解，児童生徒の!¥只ずィ
.キヤ:ッ:ヲ;特別学級抱白:特別指¥・.

:導タ寺開割配当i職業掲導，摂侮}各・
ト教科め檎助措導等iピ関Lで
• • ...各教科に関9-~る:解説は含:まれない

総説篇

1..目標左指針 ・.・.¥

2.教育活動め:→般方針・

3.時間割配当

4.教育課程と解説(各教科)

特別学校篇

補説篇

持~iJ指導篤・

ン?で般芳針i見解J矯置決定，讃助う
体化指導i活動場-所等:ピ闘し?て

戸空教科{ミ関する解説は令-きミ宇になり

成構問ギ品まと版年勺

ι
〆
O

Q
ノτt晶

総説篇

*この他，移民指導篇，ラップ学校

篇，計画篇および各教科の補説

篇等がある.

特別学校篇

解説篤

|適応:困難先篇:::::::::::::::::::::::::::l

i馳:障害児鏡子::::::::::::::::::::::.::1

| 特別学校篇 | 

*1962年版とほぼ伺構成だ

が，2.学校課業の一般方針

の内容は1に含まれている

総説篇

3.教育施策の脱中央集権化に伴い，

改訂毎に内容はより基本的になる.

注1.学習指導要領は全国統一

2.教育法規により制定される

スウェーデンにおける学習指導要領

-3-

Fig.l 



石田祥代・柳本雄次

では、後年の改訂版とは異なり、補助学級は特

別学級の一部としてみなされるよりはむしろ独

立した学級として記述されている。補助学級は、

初等民衆学校の指導に参加できるものの、知的

障害特別学校における指導の必要が認められな

い精神遅滞児が対象であり、学級担任が知能検

査者と相談のうえ入級が決定されることとなっ

た。また、補助学級では初等民衆学校全体にわ

たる一般方針が適用されたものの、履修課程は

簡略化され、時間割配当は短縮化されている O

さらに、通常指導(その他の特別学級を含む)

とは異なる各教科の目標と内容が示された20)口

例えば算数科の場合、補助学級では「日常生活

で要求されること」を中心に学習することが目

標とされ、補助学級第 4学年と通常学級第 l、2

学年ではほぼ同内容の指導が設定されてい

る21)。一方、補助学級以外の特別学級での指導は

通常の履修計画にできるだけ従い、特別学級入

級以前に保護者に通知されるべきであった2九

この他、抽出指導として補助指導と特別指導

に関する言及がなされている問。抽出補助指導

は、児童数の不足等により補助学級が編成でき

ない場合、週に 2から 4時間、原則として国語

と算数に行われる指導である。他方、抽出特別

指導に関しては規定すべき、あるいは、近い将

来規定すべきであるとされており、正式な規定

にはいたっていない。

インテグレーションの見地からみれば、 55年

指導要領は相反するこつの性格をもっていたと

いえるであろう D 一つは、障害児の初等民衆学

校就学を促進する性格をもっていたことであ

る。つまり、特別指導が初等民衆学校の指導と

して正式に組み入れられたことにより、従来は

分離型特別学校や施設に措置されていた児童あ

るいは施設にも学校にも措置されていなかった

境界線児の初等民衆学校における教育機会が拡

大した剖)Dもう一つは、初等民衆学校で補助学級

が拡大していくことで分離していく可能性を高

める性格を有していたことである O 当時知的障

害特別学校が全国的に少なかったことから考え

ても、初等民衆学校のなかで補助学級が大きな

位置を占めていく可能性があった。実際、学校

教育庁は 1940年代初頭以来、通常学校から独立

した補助学校を創設する計画を進行させてい

た。このようにして、補助学級数とその在籍児

数は 1945年から 15年間で 4倍になってい

る25)。

その他の特別学級に関しては、 55年指導要領

を追う形で、 1956年に「初等民衆学校における

特別指導に関する条令J26)が、 1957年に r1956

年法改定に関する条令J 27)が制定され、前者で

は補助学級、聴覚障害学級、視覚障害学級、観

察学級、読字困難学級、虚弱学級、病弱学級が、

後者では就学時適応困難学級制が特別学級と

して規定された口しかしながら、 1958/59年度の

統計によれば、国内の 1.032自治体のうち、特

別学級を設置している自治体は 467であるのに

対し、設置していない自治体が 565あった問。こ

の自治体聞の差は、初等民衆学校での特別指導

のニーズ、が高まるにつれて解決すべき課題のー

っとなり、後述する r15%の規定」とも関連し

てくる口

2.抽出特別指導の導入

Lgr 62は従来の教育組織を一新した 1962年

「学校教育法J30)および「学校令J31)を反映し、

全面的に導入された基礎学校の指導要領として

新たに告示されたものである O このため、全体

的にみれば、新制度に伴い大規模な組織的改変

がもたらされているといえよう。特別指導の特

徴としては、抽出特別指導の規定が拡大してい

ること、特別学級に関する規定がより詳細にな

り補助学級もその一部であること、 CP(脳性ま

ひ)学級が新しく加えられたこと 32)が挙げら

れ、特に抽出特別指導の拡大は新しい方向性を

示すものであった。

第一の抽出特別指導は初等民衆学校令で定め

られている「市の特別学級数は通常学級総数の

最高 15%とするJ33)からの関連案である。学校

改革準備委員会が提案したのは、特別学級を設

置する際に他市の特別学級も引き受ける場合に

は上限値 15%が引き上げられることであっ

た川口本案に対する関係機関の声明は、賛成か否
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かに対する根本的なことから特別学級の数え方

の細かい点まで意見がかなり分かれたが3旬、こ

こでは学校教育庁による声明「特別学級は 15%

以内にし、これを越える場合は抽出特別指導を

設けるべき J に特に注目したい。これが抽出特

別指導拡大に結びついているからである D

内務大臣は、委員会の答申および関係機関の

声明を考慮、し、上限値 15%の全面的廃止には反

対の立場をとりつつも、学校改革準備委員会が

提案している自治体問の協力活動には賛意を示

した問。この後、上限値 15%が引き上げられな

い場合には障害児の保護者が特別指導を受ける

ことができる地域に転出することも考えられる

との判断からJ必要な場合には特別指導の設置

を行うべき Jことを要求する動議が提出された。

結局、国会審議委員会によって作成された最終

案「国会は提議、特別学級数の数え方を示した

動議ι大臣の提言を承認するJ が国会で承認さ

れたF)口

以上の経過で作成された Lgr62では、特別指

導は γ就学できる基盤をつくるため、十分な課

程かつ各児童の状況と必要性に適切な指導を含

むJ 基礎学校で当然提供される援助だと考えら

れている制。抽出特別指導は 55年指導要領から

さらに拡大し、原則的に国語と数学において行

われる抽出補助指導、観察学級以外の個別指導

あるいは集由指導援助が適切だと判断される児

童(粗暴、疲労傾向、攻撃傾向等)に一定期間

行われる拍出観察指導、特別訓練室における指

導や言語訓練指導からなる抽出訓練指導から構

成されている制。特別指導措撞決定に関しては、

保護者の自由意志による協力の上に実行される

ことが規定されたものの、「当該の児童生徒およ

び同学級の他の児童生徒の双方を考慮すること

になった場合には保護者による自由選択権は破

棄され、県教育当局が特別指導の開始と終了を

決定する J ことが注釈として加えられた40)。

Lgr 62における特別学級と抽出特別指導の

規定の拡大は、基礎学校におけるインテグレー

ションにとって二つの重要な意義をもっていた

と思われるo 第ーには、特別指導が大きく取り
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入れられることによって、独立した補助学校が

創設されることはもはやなくなったことであ

り、補助学級在籍児の分離が避けられた。この

背景には基礎学校制度の全面的導入にあたって

は、特別学級の発展によって生ずる複線型教育

体系をつくらず¥総合制の原則を貫くことが

あった。第二には、特別学級と抽出特別指導を

提携させた特別指導の充実によって、障害児を

はじめ通常指導についていくことができない児

童の指導に対処したことであった。このように、

特別指導の拡大は、教育改革期にわたって繰り

広げられてきた矛盾した二つの問題点の解決策

であった。しかし、同時に特別学級拡大の可能

性は 55年指導要領に引き続き備えていた。

実際、 Lgr62告示後、特別学級総数は 1958年

の 2，321学級41)から 68年の 3，657学級42.) と増

加している O 基礎学校内に特別な配慮、が一応整

えられたことに、居住地域の学校就学への要望

が加わることによって、障害児の基礎学校就学

の傾向が強まってきた。そのため、基礎学校に

おける特別指導はさらに重要性を増したといえ

よう O

3.通常指導と一体化した特別指導

Lgr 62改訂への直接の要因は高等学校への

連結がうまく機能していないとの判断が下され

たことにあった43)。特別指導に関する主改訂点、

は、第一に「通常指導と一体化した特別指導」、

すなわち、通常学級における授業と平行または

一体化させて小教室において個々あるいは小集

団の児童生徒に実施する指導が導入されたこと

である(以下一体化指導とする)。一体化指導が

Lgr 62の抽出特別指導と異なる点は、 Lgr62で

は抽出指導は補足的な特別指導として捉えられ

ていたのに対し44)、Lgr69では第一に通常学級

との関連から捉えられており、通常学級指導に

困難をもっ児童生徒への対応策となっている点

であろう。

だが、改訂までの一連の過程では、特別指導

に関する言及は僅かであった。 1965年の学校教

育庁による「指導編成が基礎学校内でうまく機

能しているかJ に関する調査では特別指導は対
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象外となっている。ただし、その答申では「抽

出特別指導の促進により、障害児をできるだけ

基礎学校で指導するための組織構造改革が期待

できるJ刷、「学習進度が遅い上級学年児のため

特別な注意が払われるべきであるが、抽出特別

指導の効果を調査し、適切な一体化した特別指

導の設置を意図するべき J 46) と言及されてい

る。本提案によって、初めて一体化指導の案が

出されているが、留意すべき点は「学習進度が

遅い上級学年児」が一体化指導の対象として考

慮されていることから理解できるよう、本指導

が障害児のみに焦点を絞った指導とはいえない

ことであった。しかしながら、答申における表

現は抽象的であり、いかなる形式をとるべきで

あるのかに関しては触れられていない。

翌 1968年の国会では、社会福祉庁が特別指導

計画と一体化指導を強く支持した。先に障害児

に関する多様な調査を行ってきた社会福祉庁

は、樟害児の訓練を含む医療面のほか、精神遅

滞児の援護に関する統括・指導機関であり、さ

らに児童保護全般の統括・指導機関でもあった。

また、同時期制定の「学校教育法J 47) と「精神

遅滞者援護法J48)により全障害児の義務教育化

が実現しており、従来は社会福祉庁の管轄下に

置かれていた児童の教育費任主体は学校教育庁

へと移管することとなった。それ故、社会福祉

庁は障害児全体のための特別指導計画を重要視

し、これまでの知識を活かして基礎学校におけ

る特別指導に関してもまた助言を行ったと考え

られるo

このような経過を経て刊行された Lgr69で

は、援助指導、観察指導、訓練指導からなる一

体化指導に関して以下の言及がみられる。軽度

の精神遅滞児には通常学級での個別指導が、よ

り困難をもちスキル・機能訓練が必要な精神遅

滞児には偲別あるいは小集団の抽出指導が必要

である D この一体化した援助指導編成の目的は

当該児を通常学級へ在籍可能にすることであ

り、補助学級児数の縮小と特別学級数の減少に

重要で、あると考えられた。一体化した観察指導

は観察指導室において提供され、学級担任、教

科教師、特別教育教師の協同指導によって、通

常学級指導についていけるようにすることが目

的である D そのため、指導はーヶ丹以内とし、

指導終了後は生徒援護会議で、①通常学級の指

導と平行あるいは一体化した観察指導を指導室

か別の場において継続する、②全指導を指導室

で行う、③観察学級へ措置する、④その他の特

別指導を行うのいずれかに決定されることに

なった4九 Lgr69で規定される抽出指導、つま

り一体化指導は、より多様化し、通常学級在籍

をより促進させるような配慮、となっていること

がわかる O

以上の結果、 Lgr69における特別指導は、障

害種別によってではなく、個々のニーズ、に相応

した指導へと方向付ける性格をもっていたとい

えよう口これは、第一に教育組織上独立性の高

かった補助学級を基礎学校内に組織的にインテ

グレートする結果となった。また、児童生徒が

措置される場の点からみれば、特別学級での指

導という「画定制集団的インテグレーション」

から必要な場合は抽出されるものの基本的には

通常学級で指導される「臨機制僧別的インテグ

レーションJ へ導くこととなった凸一体化指導

導入の背景の一つには、財政上の問題があった

と考えられる。当初は良いとみなされていた特

別学級であったものの、その費用が数年で二倍

に増加したため、特別指導は残存させつつも特

別学級数を減少させ、支出を削減する必要が

あった。このことは Lgr69の全体的方針γ合理

化」にも一致しており、限られた学校運営資金

のなかでいかにうまく特別指導を機能させるか

ということが考慮、された結果であろう O 特別学

級縮小のねらいは実際に遂行されており、 1969

年を境に特別学級は、特に補助学級および観察

学級を中心に減少している問。

4.活動単位指導の導入

Lgr 80改訂への主眼は、第一に基礎学校と高

等学校の連結、第二には平等の原則、第三に地

域社会とともに機能するセンターとしての役割

であった51)。特別指導は援助指導と改名され、従

来の特別指導にみられた特徴、障害種別による
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特別学級はもはや言及されず、特別教育学的指

導法と協同活動を基本とした活動単位指導が強

識されている。既成の学級という単位を越えた

活動単位指導の導入は、障害という枠にとらわ

れず、ニーズに応じた指導を行うことを意図し

ており、スウェーデン障害教育史上、ひとつの

分岐点であり、新たな指導への挑戦でもあった

といえよう。

Lgr 80は学校内活動調査委員会(以下 SIA

調査委員会とする)の答申52)に沿って 1976年

学校教育庁に改訂許可が与えられ問、さらなる

調査の後、国会審議を経て刊行に至ったもので

ある川。特に、 Lgr80で主援助指導として打ち

出された「適応困難児」問の指導という考え方

と新しく導入された「活動単位J はSIA調査案

に基づいたものであった。 SIA調査委員会は、

障害種に方向付けられていた従来の特別指導に

疑問を投げかけ、特別なニーズ附をもっ児童生

徒に適切な指導を提供するべきと提案してい

る5九具体的に提示された基礎学校実践計画に

おける第一レベノレは活動単位、第二レベルは活

動単位以外の面定グループであった5九しかし、

これまでの特別指導編成と異なる点が多かった

ため、 1976年の国会において関連機関は f第一

レベルの提案はかなり拡散している J、「指導訓

練の不利と危険性を強調しすぎている」、「市が

児童生徒の統制と観察を行う危険性がある」等、

かなりの懸念を示した59)。

これらをふまえ、首相は、活動単位指導を支

持するものの、通常グループの指導についてい

くことができない場合のみを第一レベルとし、

その対象児数の上限・下限値設定は不必要であ

るとした。本提言は従来の特別学級上限値 15%

の規定と同様な数値設定の廃止を意味してい

た。一方、身体的な障害や慢性的病弱児の援助

指導、つまり SIA提案が言及している第二レベ

ルに対しては、現行の規定が採用されるべきと

提言している問。この後、文教委員会では大臣に

よる提案を最終案として採択し61にそれが国会

に承認されたことによって、 80年の改訂へとつ

ながった。

後の 1978年国会では具体的草案が国会に提

出された。しかし、本提議では SIA調査が提案

した適応困難児についての改革案が十分に反映

されていないとの指摘があった6へまた、特別指

導グループと通常学級間の協同活動は両者に

とって望ましいとの見地から、特別指導グルー

プを設けるが、同時に、通常学級との協同活動

は保つことを要求した動議が提出された問。最

終的には、前者に関しては賛成 235反対 69で、

国会提議では言及されていなかった事項も含

め、適応困難児の指導に関して学習指導要領で

規定されることに決定した。一方、後者につい

ては、動議を提出した議員が国会審議において

協同活動の重要性を再度主張したにも関わら

ず、賛成 301反対 2で承認されなかった。

改訂された Lgr80では、児童生徒の能力は入

学の時点で多様であり、全般的な能力発達のた

めの条件は児童によって異なるとしたうーえで、

学校は全ての者を同じように教育しようとして

はならないとしている 64)。しかしながら、多様な

適応困難をもっ児童生徒が混在するなか、これ

を遂行することは容易ではない。そこで、Lgr80 

では「児童生徒が学校課業で適応困難に陥らな

いように努めるべきこと」を目標として掲げ、

活動単位および特別指導グループでの指導で対

処することとした。活動単位指導とは活動チー

ムで行われる協議や生徒援護会議に基づいて計

画・実施される指導活動全体を総称したもので

ある。計画は、ニーズに応じて、学校、児童生

徒、保護者が一体となって作成し、ねらい、手

段、方法が明らかにされなければならない。実

際の指導では、児童生徒の長所を伸ばし、自己

理解と自信を強化していくことが重要で、あると

され、ねらいと方法が討論されるまで他集団に

児童生徒を措寵する問題は提起されるべきでは

ないと規定されている問。活動単位指導の全体

的な流れは Fig.2に示した。学級担任を中心に

専門教職員が協力し、学級と家庭へのアプロー

チ、個別あるいは多様な集団での指導を通じて

児童生徒の困難を改善する意図が読みとれる D

以上のように、 Lgr80では必要な援助を保ち
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保護者
判断

生徒援護会議

適応、菌難児

計画

活動チーム

-対象児の状況把握

.原因の分析

・ニーズの分析

-指導の内容と方法を計画

実施

活動チーム

学級

学級・学年を越えた集団

個別指導

グループ指導

-ニーズを満たす機会の設置

.家庭への援助

・学級担任への援助

-特別教育学的指導を用いた授業

担任教師

その他の教師・教頭

寵師・学校心理士

学校福祉士・学校看護士

保護者・家庭

担任教師

教科教師

学校，心理士

学校福祉士

訓練士

特別教育教師

帆
タ

/ ------...ー色( 
〉目標達成 計画

実施 〉
Fig.2 活動単位指導

つつ児童生徒が通常学級に個々にインテグレー

トされることを Lgr69以上に促進している口こ

の意味で、 Lgr80はインテグレーションを反映

した学習指導要領といえるであろう o さらに、

個々のニーズが重要視されているのであって、

障害というラベリングで児童の指導が考慮、され

ているわけではないことに留意したし」さて、

このような考え方および新しい指導形式が導入

されるにいたった背景であるが、一つには、学

校で国難をもっ児童生徒の多様化が考えられ

る。基礎学校にインテグレートされる障害児が

増加したことに加え、移民などのマイノリ

ティ・グループ、また、慢性的病弱児以外の長

期欠席児などの問題が浮上し、従来の指導形式

や方法では対処できなくなっていたのではない

だろうか。そのため、これらの問題全てに対処
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できるような指導が基礎学校において必要とさ

れたのである。もう一つには、学級単位での指

導がうまく機能していなかったことが考えられ

る。これは、 SIA調査が「学級という単位は教

師間および他の職員間の連絡を侶害しており、

学級で適応困難児を援助するための計画を行う

ことは困難である J 66) と捉えていることからも

裏付けられよう。

III.結論

本稿ではインテグレーションの見地から基礎

学校指導要領を歴史的に再検討することを試み

。
た

その結果、第一に、 55年指導要領では初等民

衆学校の指導の一部として特別指導が正式に導

入され、 Lgr62では特別指導拡大によって補助

学級の独立分離化が阻止されたことに意義が認

められた。さらに、これらの学校において特別

学級を中心に特別指導体制が拡充していったこ

とが明らかとなった。第二には、 Lgr69では

個々のニーズに相応した指導へと方向付けら

れ、 Lgr80ではさらにそれが強調されているこ

とに意義が認められた。さらに、これらの指導

要領の規定によって、基礎学校において屈定制

の強い集団的インテグレーションから通常学級

に在籍しつつ必要に応じて部分的に抽出される

侶別的なインテグレーションへと導かれたこと

が明らかになった。

Lgr 69では、抽出特別指導が基礎学級への入

級を目指した指導として捉えられており、これ

が笑際に機能した結果、通常学級に在籍する障

害児が増加した。この点から Lgr69は通常学級

にインテグレートされている障害児はもちろん

のこと、従来は特別学級に在籍していた児童生

徒を通常学級へ入級させることもまた目標とし

ていると捉えることができょう。数値の推移か

らみれば Lgr69告示以降、特別学級在籍児数は

確かに減少しているが、全体的見通しと特別指

導拡大の結果基礎学校への就学がより容易に

なったという点から捉えるならば、 Lgr69より

はむしろ Lgr62がインテグレーションの時期

を方向付けたと考えられる o Lgr 80では、活動

単位指導がかなり強調されており、そこでの指

導では補えない訓練指導は特別指導グループで

指導されることになった。先述のように、指導

の基本は通常学級としつつも、既成の学級とい

う概念を越えてニーズに応じた適切な指導を行

うことがねらわれている O このことから Lgr80 

はインテグレートされている多様な児童への適

切な指導が一つの目標として掲げているといえ

よう。

以上みてきたように、学習指導要領を通して

インテグレーションの展開を考えた場合、基礎

学校にインテグレートされている障害児を個別

的インテグレーションと集毘的インテグレー

ションに二分類することは困難である。教育組

織と教育措置を視点とするならば、独立性の高

い固定的な補助学級と組織上通常学級に準じた

補助学級ではインテグレーションの意味が異

なってくる O また、適切な配慮なくしての教育

措置をインテグレーションとしないならば、障

害児が通常学級に在籍する際にも適切な配慮、や

指導は不可欠であり、通常学級での全ての課業

に参加することのみを個別的インテグレーショ

ンとすることには疑問が残る O 抽出指導は

Lgr 69や Lgr80では児童生徒が個別に通常学

級にインテグレートされることを促進してい

た。また、 Lgr80における活動単位指導では場

合によっては通常学級で、他の場合は個別に抽

出したり特別指導グループの形成によって児童

生徒の困難を解決することがねらわれいた。そ

れ故、 Lundstromが集団的インテグレーション

と総称しているインテグレーションには多様な

段階が含まれており、一体化指導での特別指導

グループはむしろ臨機制の個別的インテグレー

ションとすべきではないだろうか。

今後は、特別学校や施設における動向も含め

インテグレーション概念をさらに検討していき

たいと考える。また、 Lgr80による活動単位指

導に関しては、計画の点でも実施の点でもかな

り多様で、あるため、適応困難児の指導のために

うまく機能してきたのかという疑問が残る。そ
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Table 1 学習指導要領比較対象表

規定 1955 Lgr62 Lgr69 Lgr80 

全体的目標 できるだけ通常学級へ 児童生徒が学校課業
いれること。 において困難をもた

ないようにすること。

措置決定 補助学級は学級担任の文 特別指導の協議のために、学 生徒援護会議(校長か 児童生徒およびその
書による報告の後、知能級担任によって校長に報告さ 教頭、担任、学校心理保護者と協議のう
検査が行われ、検査者お れる。本報告は学級担任を除 士、医師、学校福祉士、 え、生徒援護会議に
よび担任によって決定。 いては、教頭、医師、学校心 学校看護士、教科教師、 よって決定される。
行政当局により転入に関 理士、学校福祉士、学校看護必要な場合は学内外職 (生徒援護会議に関
する情報が提供される。 士、教育当局によ って行われ員、場合に応じて当該 しては左記)

る。特別指導の開始および終児とその保護者が参
了は原則的に保護者の自由意 加)で検討され、学級担
志による協力の上に実行され 任を除くメンバーで特
る。当該の児童生徒および同 別指導が提案される。

学級の他の児童生徒の双方を 校長による決定後、保
考慮することになった場合に 誰.者と相互理解のう

は保護者による自由選択権は え、地方教育当局に報
破棄され、県教育当局が決定 告される。県教育当局
する。 による再検討後、地方

教育当局によ って決
定、通知される。

特別学級 補助学級 補助学級、観察学級 補助学級、観察学級、
特別教育:~現察学級 読字困難学級、聴覚障害学級、 読字困難学級、聴覚障
読字困難学級、聴覚障害 視覚障害学級、言語障害学級、 害学級、視覚障害学級、
学級、視覚障害学級、言 就学時適応困難学級、病虚弱 就学時適応図難学級、
語障害学級、就学時適応学級、 CP学級 肢体不自由学級
困難学級、戸外(結核児)

学級、病虚弱学級

他の特出指導 抽出補助指導 抽出特別指導 一体化した特別指導 活動単位による指導
対象は補助学級が適切 対象は知的障害児、不適応 -援助指導 対象は適応困難児
でない、あるいは、同 児ほか、聴覚障害、視覚障 個別指導と小集団グ で指導例は以下で

様の理由の児童生徒。 害、言語障害、読字障害、 jレープで小教室の特 ある。
週2時間、最高 4時間、 書字障害の児童生徒。指導 別指導を通してスキ 特別な援助を必要
基本的には国語と算数 が適切なのは以下の場合で ルと機能訓練を笑 とする児童生徒は
に行われる。 ある。 施。 短期間、小集団を

(抽出特別指導) ①特別学級を設置するには -観察指導 形成
規定および方針を将来 児童生徒数が不十分 対象は行動障害児と 通常よりも長期の
規定すべきである。 ②抽出特別指導が適切だと 適応臨難児 特別課題を行う

判断される場合 通常指導と並行して 保護者への特ー別な
③特別学級に入級する必要 実施 懇談会が準備され

はないと判断される場合 -その他の訓練指導 る
④特別学級退級後の補習指 国語 ・数学関難児 家庭で行えない宿

導として 読字書字訓練 題がある児童生徒
-抽出補助指導 聴能指導 を援助する時間が
原則的に国語と数学 視覚障害児の指導に 設置

-抽出観察指導 適切な課題活動 特別指導グループに
教師が観察学級以外の個別 肢体不自由のための よる指導(左記)
あるいは集団指導が適切で、 理学療法、ADL訓練
あると判断した場合に一定 等
期間、全体的あるいは部分
的に実施

-その他の抽出訓練指導
例として、特別訓練室での
指導、言語発達のための訓

練指導、読字書字訓練指導

時間割配当 補助学級に特別時間割。 補助学級に特別時間割。 通常時間割に従う。
特別学級は通常時間割に 特別学級は通常時間割に従
従う。 つ。
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のため、活動単位指導が学校においていかに機

能してきたのか、その施行においていかに性格

が変わってきたのかを検討課題としたい。
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A Study of the Provisions of SpeciaI Teachiug iu the Curriculum 

for the Comprehensive Schools in Sweden in Terms of Integration 

Sachiyo ISHIDA and Yuji YANAGIMOTO 

The purpose is to study the development of school integration in Sweden viewed 

historically in terms of the following: 1) to examine the process of publishing the 

Curriculum for the Comprehensive School， 2) to examine how integration develops 

according to the provisions of the curriculum. 

The following results were obtained : 

1) It is significant that the Curriculum in 1955 officially introduced the special 

teaching in ordinary school and Lgr62 prevented the ‘help class' from segregation. The 

organization of special teaching， mainly the special classes， expanded in the ordinary 

schools. 

2) It is significant that Lgr69 was directed to adapt the special teaching to individual 

needs and Lgr80 empasized it even more. The provisions of those currilulla led from 

group integration to individual integration in the ordinary schools. 

Key Words: School Curriculum， Integration， Sweden 
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